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 本研究は，機能共鳴分析手法（FRAM）を令和元年東日本台風に対して実施された郡山市での災害対応

過程の実例に適用した．「情報伝達」「避難所開設・運営」「避難」「救助」等，地域における災害対応

過程を構成する9つの機能とその連関構造を同定するとともに，各機能における時間的・精度的な変動

（ゆらぎ）が共鳴することでインシデント（今回の場合は救助要請に対する大幅な救助の遅延）が発生す

る状況を把握した．その結果に基づいて，「総合的な時間マネジメント」と「避難行動の実効性の向上」

に関する2つの観点から施策を提案した．さらに，既存の方法と比較することで，本手法の利点と限界に

ついて考察し，特に災害対応において包括的な視点からの施策提案の重要性を示すことができた． 
 

     Key Words : Complex adaptive system, FRAM, climate change impact assessment, SafetyII 
 
 

1. はじめに 
 
(1) 研究背景 
関東から東北地方太平洋側にかけて記録的な大雨・暴

風をもたらした令和元年 10 月の令和元年東日本台風

（台風 19 号），静岡県熱海市で土石流発生の原因とな

った令和 3年 7月の東海地方・関東地方南部を中心とし

た大雨などは記憶に新しいところであるが，近年では毎

年のように大雨による洪水や土砂災害が発生している．

気象庁の観測結果2)によると，全国の1時間降水量80mm
以上の年間発生回数は直近の 10 年間（2012 年から 2021
年）と「1976年から 1985年」を比較すると約 1.7倍に増

加している．また，全国の日降水量が 400mm 以上とな

る年間日数は，直近の 10年間（2012年から 2021年）と

「1976年から 1985年」を比較すると約 1.8倍に増加して

いる． 
また，国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）

の第 6次評価報告書によると，気候システムの温暖化に

は疑う余地がないことと記載されている．温室効果ガス

排出量削減のための様々な取り組み（緩和策）が進めら

れているものの，気候変動のさらなる進展は避けること

のできない状況となっている．日本周辺における台風の

発生頻度と規模の増加も予測されている 3, 4)．そのため，

緩和策と平行して気候変動への適応策を推進していくこ

との重要性が広く認識されている．気候変動への適応は

地域特性に応じて様々であるため，地域での取り組みが

必要である．さらに，地域特性をふまえた適応策を推進

するためには，自治体が主導的な役割を担うことが期待

されている． 
 

(2) 既往研究と本研究の位置づけ 
 災害大国日本では自治体レベルにおける災害対応に関

する多くの研究が蓄積されている．一つのアプローチは

自治体における災害対応プロセスの標準化を試みるもの

であり，沼田他（2017）5)では，東日本大震災等の実例

の分析を通じて 48種の業務からなる標準的な災害対応

業務のフレームワークが提案されている．さらに，井上

他（2018）ではその48種の業務をフローとして再構成し，

地域防災計画との比較に基づき，改善点等を検討してい

る 6)．さらに，藤原他（2020）7)，藤原他（2021）8)では

災害時における自治体間の応援受援の関係を分析してお

り，その成否を自治体間の災害対応プロセスの標準化に

第 66 回土木計画学研究発表会・講演集

 1



 

  

求めている．以上のように，災害対応の標準化という視

点から，実例や地域防災計画の分析を通じて課題を見い

だし解決案を提示するというアプローチが取られている．

これらは，災害対応プロセスやマネジメント体制の標準

化を目指されており，トップダウンの視点から災害事象

を管理する方法を検討するものである．そのため，コミ

ュニティの視点から現場における対応能力の評価や事前

に準備することが難しい想定外リスクへの対応に課題を

残している． 
一方，より実証的な視点からは被災した自治体内での

災害対応の経験の活用や継承に関する検討も試みられて

いる．秋元他（2020）9)では過去に災害対応を経験した

自治体を対象とした，記録資料の整理，防災訓練・研修

の実施状況等に関するアンケート調査を実施し，記録資

料の整理が進められている一方でその有効活用に課題が

あると述べている．災害に関する多くの記録・経験を今

後の対策につなげていくための方法論に課題を残してい

る． 
以上のように，既往研究の潮流は分析的なアプローチ

と経験の継承というアプローチに二極化している状況で

ある．そのため，現場における災害対応の活きた知見を

活用して，気候変動により多発する想定外災害（これま

でに経験のない規模の災害）に対応するための枠組が確

立できていない状況であると考えられる．なお，白木他

（2019）10)では，後述するレジリエンスエンジニアリグ

に基づき想定外リスクに対応するという視点から避難所

運営に限定した議論が実施されているが，地域レベルに

おける災害対応プロセスの検討は実施されていない． 
 

(3) 本研究の目的と手法 
 本研究では，社会システムの動態を分析するために提

案された機能共鳴分析手法（FRAM）により，地域レベ

ルの災害対応過程を分析する．特に，令和元年東日本台

風における郡山市での災害対応過程の実例に注目して分

析する．このことを通じて，総合的な視点から地域の災

害に対するレジリエンスを高めるための施策を提案する．

さらに，方法論としての枠組みについて検討する． 
 以下，第 2章でレジリエンスエンジニアリングとその

実践的分析手法であるFRAMの概要について述べる．こ

れはレジリエンスエンジニアリングという大きな枠組の

中でFRAMを理解することでその意義が鮮明になると考

えたためである．その上で，第 3章で令和元年東日本台

風における郡山市での災害対応プロセスについてとりま

とめる．第 4章において前章で整理した内容に対して機

能共鳴分析手法を適用し，災害対応プロセスを検討する

とともに，対策を提案する．第 5章で分析結果に基づい

て機能共鳴分析手法およびレジリエンスエンジニアリン

グの利点と限界について考察する．最後に第 6章で本研

究をとりまとめるともに今後の課題について述べる． 
 
 
2. レジリエンスエンジニアリング 
 
(1) レジリエンスエンジニアリングの基礎概念 
a) 創発 
 創発とは，元来，進化の途中で新しい形質や種類が出

現することという意味で用いられ，生命や生命の起源を

どう特徴づけるかという問題と密接に関係を持ちながら

発展してきた概念である．これまで，他分野に展開する

中で，さまざまな定義がなされてきた．本研究の枠組の

中では以下の定義を押さえておく．「いくつかの成分か

らできているあるシステムに付随する現象で，その成分

 
表-1 SafetyⅠとSafetyⅡの比較 

 SafetyI 分析的アプローチ SafetyII 総合的アプローチ 
安全の定義 失敗の数が許容できる程度に少ないこ

と 
成功の数が限りなく多いこと 

安全管理の原理 受動的で，何か許容できないことが起

こったら対応する 
プロアクティブで連続的な発展を期待

する． 
プロセスと結果の関係 リニアモデル（因果関係） ノンリニアモデル（相互作用やフィー

ドバック） 
ヒューマンファクターへの態度 人間は基本的にやっかいで危険要因で

ある 
人間はシステムの柔軟性とレジリエン

スの必要要素である 
パフォーマンス変動の役割 有害であり，できるだけ防ぐべきであ

る 
必然的で，有用である．モニターさ

れ，管理されるべきである． 
注目点 ・何が起こったのか 

・なぜ起こったのか 
・システム全体の振る舞いに何（現

象）が生じているか 
・それはどのように（相互作用）生じ

ているのか 
* Hollnagen (2014)1)を基に改訂 
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や成分の組織化の性質からは演繹できないようなものの

ことである．」11) 
b) 複雑適応系 
 複雑適応系とは，自律的な複数の構成要素を持ち，そ

れらが相互作用することで創発する現象により適応もし

くは学習するシステムと定義される12)．環境の変化に対

して適応的に自らのあり方を変更するシステムの総称で

ある．人間が構成要素となるシステムの多くは複雑適応

系として捉えることができる．後述するように，水害対

応プロセスも自律的に意思決定する多くの主体による協

調的な活動により支えられており，複雑適応系とみなす

ことができる． 
なお，中島13)では複雑適応系（Complex system）を複雑

なシステム（Complicated system）と対比することで意味

を明確化して説明している．複雑なシステムとは，例え

ば時計のような精密機器がイメージされている．状況や

環境に影響を受けることなく独立して動く閉じたシステ

ムであり，各パーツは設計された通りにパフォーマンス

する．もし故障した場合には故障部位を特定し，そこを

修理すれば元通りに動くようなシステムである．一方，

複雑適応系とは，上述のように，生物や社会のように，

動的で開かれたシステムである． 
 
(2) 安全に対する二つのアプローチ 
従来，システムの安全性を議論する際には，システム

に潜むリスクを分析的を理解することが目指されてきた．

背景にあるのは，システムを構成要素に分解していき，

その振る舞いを理解することでシステム全体の理解が可

能となるという考え方である．これは，自然科学におい

て標準的に用いられてきた方法でもある． 
しかしながら，近年多くの問題点が指摘される状況と

なった．これは社会経済の変化により，リスク評価の対

象が単純なシステムではなく，複雑適応系と見なされる

ものに変化したためである．複雑適応系を対象として分

析的アプローチは無力である．なぜならば，システムの

価値は創発的に生み出されているため，いくら精緻に構

成要素を分析し把握できたとしても，その知見を基に総

体としてのシステムの振る舞いを理解することは困難で

あるためである． 
したがって，複雑適応系を理解し制御するためには異

なるアプローチが求められる．システム全体の振る舞い

に着目して，創発的機能の発現を支援するような総合的

アプローチである．このアプローチは近年 safetyⅡと呼

ばれ注目を集めている 1)．表-1 にその概要を示す．safety
Ⅱに基づいた，リスクマネジメントの方法論として，レ

ジリエンスエンジニアリングが提唱されており，次節で

はこれについて述べる． 
 

(3) レジリエンスエンジニアリング 
「レジリエンスエンジニアリング」とは，safetyⅡの考

え方に基づいて社会技術システム（社会と技術が不可分

に結び着いた複雑適応系）のレジリエンスを向上させる

ための理論と実践に関する研究分野である．2004年にス

ウェーデンのSöderköpingで行われた安全マネジメント関

連分野の専門家による会合において提唱された14)．これ

まで，宇宙航空システム，交通システム，医療システム，

大規模プラントシステム（原子力発電所等）等を対象に

した研究が実施されてきた． 
レジリエンスエンジニアリングでは，どのようにすれ

ばシステムが有効に機能するのかというポジティブな側

面に注目する点に第一の特徴がある．そのため，インシ

デントの原因を追及するのではなく，通常の社会・経済

活動が広く評価の対象となる． 
 さらに，レジリエンスエンジニアリングでは技術社会

システムがレジリエントであるために，監視，対処，予

見，学習という4つの能力を重視している．短期的には

状況を監視しそれに対処すること，中長期的には状況変

化を予見しそれに基づいて学習（自らの在り方を適応的

に変更）することで対象システムのレジリエンスを総合

的に上昇させることが目指される．規則や規範を事細か

設定するわけではなく，メタレベルでの働きかけを通じ

て技術社会システムの自律性を重んじた対策が指向され

ていることが伺える． 
 

(4) 機能共鳴分析手法 
機能共鳴分析手法（Functional Resonance Analysis Method: 

FRAM）は，レジリエンスエンジニアリングの考え方を

体現する実践的な手法の一つとしてHollnagelによって提

案された15)．分析対象とする社会技術システムの動態を

その要素となる機能とその連関として表現し，それぞれ

の機能における変動（ゆらぎ）が共鳴することで，シス

テム全体が機能不全に陥るプロセスを分析する．一方，

そのゆらぎにより不確実性に柔軟に対応できる点にも注

目する．以上の分析の結果に基づいて，システム全体と

しての課題を抽出し，その対策を検討する．なお，機能

の記述においては，入力(I)，事前条件(P)，資源(R)，時

 
図-1 FRAM図における機能の表現 

 

T C

O
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間枠(T)，制御(C)，出力(O)の６つのアスペクトを明らか

にするとともに，６つのアスペクトを通じて各機能がど

のように結合するかを同定する．さらに，図-1に示すよ

うに，各機能を６角形のシンボルで表現し，それらをつ

なぐことでFRAM図を作成する． 
 
 
3. 令和元年東日本台風の災害対応プロセス 
 
(1) 令和元年東日本台風の概要 
令和元年（2019年）10月6日に南鳥島近海で発生した

台風第 19 号（令和元年東日本台風）は，マリアナ諸島

を西に進み，一時大型で猛烈な台風に発達した後，次第

に進路を北に変え，日本の南を北上し，12 日 19 時前に

大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した．その後，関東地

方を通過し，13 日 12 時に日本の東で温帯低気圧に変わ

った．令和元年東日本台風の接近・通過に伴い，広い範

囲で大雨，暴風，高波，高潮となった．雨については，

10 日から 13 日までの総降水量が，神奈川県箱根で 1000
ミリに達し，東日本を中心に 17 地点で 500ミリを超え

た．この大雨の影響で，広い範囲で河川の氾濫が相次い

だほか，土砂災害や浸水害が発生した 16)． 
これら大雨による災害及び暴風等により，人的被害

（死者・行方不明者 107名，負傷者 384名）や住家被害

（全壊 3308 棟，床上浸水 8129 棟），電気・水道・道

路・鉄道施設等のライフラインへの被害が発生した 17)． 
 

(2) 郡山市の特徴と被害状況 
郡山市は福島県中通り中部に位置する人口 32万人の

中核市であり，福島県における商工業の中心機能を有し

ている．令和元年東日本台風の接近・通過により，市内

中心部を流れる阿武隈川，逢瀬川，谷田川等において越

水，溢水，決壊が起こり約 1,437ha が浸水した．郡山市

の資料 18)をもとに郡山市における被災時の状況をまとめ

た結果を図-2に示す．下記に示すような懸命な災害対応

がなされたものの，6名の死者を出すとともに，住家に

ついては全壊 662棟，半壊 4,163棟，一部破損 1,997棟，

住家以外については 4,430棟で被害が発生した 19)．また，

農作物等被害は 25億円，商工業関係の被害額は郡山中

央工業団地を中心に約 626億円とされる 20)． 
 
(3) 令和元年東日本台風における郡山市の災害対応 
郡山市に東日本台風が最も接近した 10月 12日から 13

日にかけての状況の進展と行政を中心とした災害対応の

過程を，公開資料に基づいて整理した．主として参照し

た資料は郡山市に設置された災害対策本部会議の議事概

要 21)，郡山市により事後に実施された災害対応検証の報

告書 20)である．その概要を図-3に示す．以下では，時間

ごとに区切って状況について述べる． 
a) 10月12日05:59まで 

10 月 11 日に気象庁が台風の接近に伴い広い地域に大

雨特別警報を発表する可能性に言及したこと等のため，

郡山市は15時00分に市内5箇所に自主避難所を開設し，

ウェブサイトなどを通じて市民への警戒と早めの避難の

 

図-2 郡山市における令和元年東日本台風被災時の状況 
 

浸⽔を確認したエリア（2019.10.20時点）
浸⽔ハザードマップ
（浸⽔深1.0m以上）
※浸⽔が、⼀時発⽣した恐れがあるエリア

決壊
越⽔
溢⽔

越⽔域
溢⽔域

出典：郡⼭市（2019.12.25 12:00作成）
令和元年台⾵19号による郡⼭市浸⽔区域図

背景：esriジャパンデータパッケージ公共地図
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呼び掛けを行った． 
b) 10月12日06:00-11:59 
市役所において災害対策準備態勢が確立されるともに，

警察，消防，県，自衛隊等の関係機関との情報共有が進

められた．また，報道機関や情報伝達システムを通じて

市民への注意喚起がなされた．さらに，ショッピングセ

ンターにおいて自動車避難のために駐車場が開放される

など，警戒体制構築に向けた準備が進められた． 
c) 10月12日12:00-17:59 
阿武隈川流域に対して，13 時 00分に避難準備・高齢

者等避難開始（レベル 3）が発令されたことを皮切りに

15時 10分に避難勧告（レベル 4），16時 30分に避難指

示（レベル4）が発令される．市役所においては14時00
分より第 1回災害対策本部会議が開催され，庁内各部署

と関係機関（消防・警察・自衛隊等）の代表者が出席し

情報が共有されるとともに，市長より警戒態勢の徹底が

指示された．市内においても，道路冠水や倒木などの被

害が出始める中，16 時頃までに公立保育園の休園や公

共施設の閉館などの対応がとられた．指定避難所が開設

され，14時までに 23箇所に 80名程度が避難している状

況であった． 
d) 10月12日18:00-23:59 

市役所において第二次非常事態体制が取られ全員出

動が指示された．19 時 30分より第２回災害対策本部会

議が開催され，関係機関間の情報共有が実施されるとと

もに，市長より特に阿武隈川東岸の避難対策の徹底が指

示された．18 時頃より排水ポンプが本格的に稼働した．

19 時 50分に大雨特別警報が発令される．特に阿武隈川

東岸において消防団によるパトロールと避難の呼びかけ

が実施された．避難者が増加し一部の避難所においては

満員となったため，避難所が増設された．このため，避

難所運営のための職員の不足が懸念された．一方で，日

没後で視界が悪く風雨が激しさを増していたことから，

垂直避難の割合が高まった． 
e) 10月13日00:00-05:59 
雨は止んだものの，河川水位の上昇により，01 時 08
分頃に阿武隈川流域で洪水が発生した．この影響で，行

政センターの地下電気設備への浸水による停電が発生す

るとともに，04 時 00分頃に一部のポンプ場が浸水し排

水ポンプが停止した．救助要請等に関する 119番への救

急入電が急増した．消防・自衛隊等によるボートを用い

た救助活動が実施された．しかしながら，出動可能な車

両と人員がほぼ全て投入されており救助要請に対応でき

ない状況が続いた 19)．避難所は最大時には 45箇所に設

置され 4,000名程度の避難者を受け入れた． 
f) 10月13日06:00-11:59 
河川水位の高い状況が続き，市内の洪水被害が拡大し

た．阿武隈川流域と逢瀬川流域において災害発生発令が

3件なされた．119番入電件数の多い状況はつづき，救

助活動は継続している．その一方で，安全が確認された

 

図-3 郡山市における令和元年東日本台風に関する災害対応過程 

0

2

4

01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00

2019/10/12 2019/10/13

0

2

4

01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00 01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00

2019/10/12 2019/10/13

0

2000

4000

6000

避
難
者
数
[人

]

0

50

100

11
9番
⼊
電
[件

]

0

10

20

30

降
水
量
[m

m
]

0

5

10

15

河
川
水
位
[m

]

⼤⾬特別警報

⾃主避難所
5箇所開設
（11⽇15:00）

○指定避難所開設（17箇所）

避難情報等発令

○市内バス運休
○保育園帰宅完了

○梅⽥ポンプ場浸⽔
○安積⾏政センター浸⽔停電

○第⼀次⾮常配備
○第⼆次⾮常配備

氾濫危険⽔位 避難判断⽔位 氾濫注意⽔位

避難準備・⾼齢者等避難開始（Lv.3）
避難勧告・避難指⽰（Lv.4）
災害発⽣情報（Lv.5）

第 66 回土木計画学研究発表会・講演集

 5



 

  

地区の住民の帰宅が進んだため避難所は 11時 00分時点

で 32箇所（避難者 1735名）縮小された． 
g) 10月13日12:00-17:59 

13 時 00分より第４回災害対策本部会議が開催され，

市役所と関係機関の間で被害状況の情報共有がなされた．

保健所が６班体制で避難所を巡回し，避難者の健康チェ

ックが実施された．自衛隊，消防団による救助活動は日

没まで継続された．（翌 14日は 6時 00分より再開．） 
 
以上のように，災害対応はさまざまな主体が関与する

過程である．災害対策本部において市長より包括的な方

針の指示はあるものの，それぞれの現場において状況に

応じた柔軟に対応が取られ，それが分散協調的に機能す

ることで被害の拡大を抑制している． 
 
 
4. 機能共鳴解析手法（FRAM）の適用 

 
(1) 適用の手順 
まず，前章でまとめた令和東日本台風に対する郡山市

の災害対応の実態および地域防災計画等の資料に基づい

て災害対応過程のFRAM図（試案）を作成する．その上

で，郡山市防災危機管理課の担当者に対するヒアリング

（2022年 2月）および郡山市環境政策課，保健福祉総務

課をの担当者に対するヒアリング（2022年 4月）を実施

した．ヒアリングではFRAM図（試案）を提示して，機

能やその連関の妥当性や重要と考えられるポイント等に

関する意見を収集した．この段階で，特に状況に応じた

柔軟な対応が求められる避難から救助に至るプロセスを

重点化するなどFRAM図の修正を行った． 
次に，令和元年東日本台風時の機能共鳴の分析，お

よび潜在的な機能共鳴の分析を実施し，対応策を検討し

た．その上で，再度，郡山市各課の担当者と意見交換を

実施して，FRAM図を修正し，機能共鳴に関する妥当性

を評価する予定である． 
 
(2) 機能の同定 
 上記の方法に基づいて災害対応過程の機能を抽出した．

各機能の 6つのアスペクトを表-2にまとめる．以下では

各機能の概要について述べる． 
a) 情報伝達 
主体は市の防災危機管理課である．河川水位を基準と

して，自治体から市民へ取るべき避難行動を地区単位で

示す情報発信がなされる．屋外スピーカーからの放送，

報道機関，エリアメール等を通じて情報が伝達される．

警戒レベルは 5段階に分かれているが，自治体により発

令されるものは下記の 3段階である．（レベル 1と 2は
気象庁により発令され，地域全体に包括的に注意を呼び

かけるものである．） 
ⅰ) 警戒レベル 3：避難準備・高齢者等避難開始 
ⅱ) 警戒レベル 4：避難勧告・避難指示 
ⅲ) 警戒レベル 5：災害情報発生 
これらは河川水位に対応して定義されているものの，

実際には河川事務所等との協議に基づいて，該当レベル

の水位への到達が確定的となった段階で前倒しで発令さ

れる．また，避難行動を日中に実施できるように配慮も

なされている．  
b) 非常態勢配備 
 主体は市・消防・警察・自衛隊等である．相当規模の

被害の発生が予想される場合，避難所開設運営等の災害

応急対策に対処する人員を確保するため，各機関におい

て職員を動員し待機させる．待機期間に今後の勤務のロ

 
表-2 災害対応に関する機能一覧  

 主体 入力（i） 出力（o） 前提条件（p） 資源（r） 時間（t） 制御（c） 
情報伝達（Lv.3） 市（防災危機

管理課） 
河川水位情報 情報伝達（Lv.3）   日没時間  

情報伝達（Lv.4） 河川水位情報 情報伝達（Lv.4）   日没時間  
情報伝達（Lv.5） 発災情報 情報伝達（Lv.5）     
非常態勢配備 市・消防・警

察・自衛隊等 
気象情報 人員配備    地域防災計画 

避難準備 市民・市 情報伝達（Lv.3） 
周辺環境 

市民が避難可能

となる 
    

避難行動 市民 情報伝達（Lv.4） 
周辺環境 

被災リスクの低

減 
避難経路の安

全、避難準備 
 夜間は避難の

困難性増加 
ハザードマッ

プ 
避難所開設・運

営 
市（防災危機

管理課） 
情報伝達（Lv.3） 避難所が利用可

能となる 
 人員，物資  地域防災計画 

要配慮者支援 市（保健福祉

総務課） 
情報伝達（Lv.3） 要配慮者が避難

可能となる 
避難所開設・

運営 
人員  地域防災計画 

救助 消防・警察・

自衛隊 
119番通報 
発災情報 

救助完了 主体間調整 人員，救助資

機材 
夜間は救助の

困難性の増加 
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ーテーションなどが検討される． 
c) 避難準備 
主体は市民および市である．市民は不要不急の外出を

控え，状況の進展に応じて速やかな避難行動がとれるよ

うに準備する．また，市は公共施設の閉館，保育園や

小・中学校の休校等を実施し市民に対して帰宅を促し，

避難準備を進めるように促す． 
d) 避難行動 

主体は市民である．避難指示の発令状況等に基づい

て指定避難所などの安全は場所に立退き避難を実施した

り，自宅建物の上階へ移動するなどの避難行動を実施す

る．ハザードマップの確認や避難所情報の把握が避難行

動を規定する要因となる． 
e) 避難所開設・運営 
主体は市の防災危機管理課である．避難指示の発令の

前に，指定避難所を開設する．その後は，避難所の混雑

状況をモニタリングして状況に応じて増設する．避難所

の運営においては，食料・水・物資の確保，避難者の健

康管理など用務が発生する． 
f) 要配慮者避難支援 
主体は市の保健福祉総務課が中心であるが，民生委員

や消防団も関わる．避難支援の内容は主に避難の呼び掛

けである。避難所に到着した要配慮者については，聞き

取りを通じて必要なケアの内容を確認し，状況に応じて

福祉避難所を開設する． 

g) 救助 
 主体は消防・警察・自衛隊である．119番通報に応じ

て消防本部・消防署による救助活動が実施される．警

察・自衛隊とも連携する．夜間は視界の確保が困難にな

るため活動が制限される．消防本部の指令センターによ

り優先順位の判断がなされるなど，主体的な対応が取ら

れる． 
 
(3) 機能相互の関連付け 
機能の定義によって示された機能の結合関係に基づい

てFRAM図を作成した結果を図-4に示す．水害は事前に

一定の予想が可能であるため，まず，気象予報等に基づ

いて，警戒体制の構築が目指される．その後は，各機能

は対象となる河川における水位観測に基づいて定義され

ている警戒レベルと関連付けられつつ，相互に連関して

いる． 
 
(4) 変動の同定 
変動とは機能の出力における時間や精度に関するゆら

ぎであり，内因性と外因性のものがある．各機能ごとに

どのように変動するか，変動しうるかを検討した．表-3
に各機能の変動の要因と特性についてまとめた．以下で

は，同定された各機能の変動についての概要を述べる．  
a) 情報伝達 
避難指示等の発令は関係者間の協議により決定されて

 

 
図-4 災害対応のFRAM図  
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いる．そのため，意思決定のための調整が必要となり，

時間的な変動が発生する可能性がある．また，情報の伝

わり方（スピード、範囲、精度）についても，状況に依

存するため変動する． 
b) 非常態勢配備 
 非常態勢配備については，地域防災計画等で明確に定

められており実態的にもそれに準じて運用されている．

さらに，配備される人員も実施主体の各機関の職員に限

定されるため，変動の可能性は小さい． 
c) 避難準備 
自治体，事業者，市民による複合的な意思決定が必要

であり，実施形態についても統一的なイメージが共有さ

れていない．そのため避難準備の達成状況について精度

的な変動が生じる． 
d) 避難行動 
実施主体である市民は多様である．また，避難指示等

が発令され避難の必要性が認識された段階で，それぞれ

が置かれている状況も千差万別である．このため，避難

実施のタイミングおよび避難方法に変動が生じる． 
e) 避難所開設・運営 
 実施主体は避難者数が状況に応じて変動する中で，避

難所の混雑度等に応じた柔軟な運営が求められており，

そのため，一部の避難所において混雑が発生することが

懸念され，避難者を受け入れられない事態が発生するこ

ともありうる． 
f) 要配慮者支援 
 多様な要配慮者の個別の状況に沿った対応が求められ

る．また、避難支援に関しては，その一部を実質的に民

生委員や消防団が担っているという実情もあるため，支

援の実施形態という意味での精度的変動が考えられる． 
g) 救助 
災害の規模が大きくなった場合，救助に当たる人員や

車両等のリソースが限られているため，救助に遅延が生

じるなど時間的な変動が生じるともに，救助が間に合わ

ず死傷者が出るなどという意味で精度的な変動も生じう

る． 
 
(4) 変動の集約 
a) 令和元年東日本台風の災害対応で顕在化した変動 
 本節では，令和元年東日本台風の災害対応において顕

在化した変動に注目し，それらが集約し機能共鳴が顕在

化するプロセスを示す． 
まず，情報伝達のタイミングについて検討する．令和

元年東日本台風では，高齢者等避難・避難準備が13:00
に避難勧告が15:00に避難指示が16:50に発令されており，

これは図-3に示したように，河川水位が当該基準に到達

した時刻（20時から22時頃）よりもかなり早い時間であ

る．日没時間（10月12日は17:09）も考慮されている．し

かしながら，避難情報が発令された時点では市内の公共

施設ではイベントも継続されており，さらに，保育所か

らの帰宅完了時間とも重なっており，市民が避難準備の

時間が十分に確保することはできなかった可能性がある．

そのため，避難準備が不完全なままで，避難行動が開始

されたことになり，避難行動に影響を与えたことが考え

られる． 
郡山市により実施された被災地区の住民を対象とした

アンケート調査結果20)によると，避難行動に関する質問

に対して「自宅の2階以上に避難した」，「避難しよう

と思ったが出来なかった」を選択した回答者の割合はそ

れぞれ16.8％，3.4％となっている．その理由としては，

すでに夜間であり見通しも悪く外への避難の方が危険だ

と思ったことや，避難所に向かう道路の浸水，冠水など

が挙げられている．また，福島県の主導によって実施さ

れた調査22)によると，日没以降は水平避難に対して垂直

避難の割合が高まっていることが確認できる．さらに，

上述の避難行動に関する質問に対して「避難しなかった」

と回答した割合も21.1％あり，この主な理由としては

「これまでの経験で被害に遭うとは思わなかった」が挙

げられている．以上のように，避難行動時における周辺

状況（外因）やこれまでの経験（内因）が影響し避難行

 
表-3 災害対応に関する機能の変動 

 変動要因 変動特性 

 内因 外因 時間的変動 精度的変動 
情報伝達（Lv.3） 意思決定の手続き 気象予測の不確実性 発令時刻の変動 情報伝達の精度 
情報伝達（Lv.4） 意思決定の手続き 気象予測の不確実性 発令時刻の変動 情報伝達の精度 
情報伝達（Lv.5） - 発災の突発性 - 情報伝達の精度 
非常態勢配備 - - - - 
避難準備 機能形態の曖昧さ 発令時間の不確実性 - 避難準備の不完全 
避難行動 市民の多様性 発令時間の不確実性 避難時刻の変動 避難行動の変動 
要配慮者支援 実施主体の多様性 要配慮者の多様性 - 実施形態の変動 
避難所開設・運営 リソース制約 避難者数の不確実性 - 混雑の発生 
救助 リソース制約 発災の不確実性 救助の遅れ 死傷者の発生 
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動に変動が生じている． 
以上の結果，堤防の決壊等によって災害発生した際

に，リスク低減が図れず，それが原因となって救助活動

の困難さに結びついている．令和元年東日本台風におい

て救助活動の中核を担った郡山地方広域消防組合消防本

部による事後検証報告19)では，「司令員は次から次へと

入電する119番通報を受信するも，出動可能な部隊が残

っていないことや，出動させることが出来たとしても，

活動危険があるため容易に現場に近づけず時間が経過し

てしまい，再度119番通報を受信するなど，通報者の身

の危険を電話越しに感じながらも，何もできない歯がゆ

さなどが複雑に交錯していました．」とあり，10月13日
未明から明け方にかけて市内の浸水地区において非常に

危険な状況に陥っていたことが述べられている．以上の

機能共鳴のプロセスを図-5に示す． 
b) 潜在的な変動 
令和元年東日本台風では機能共鳴としては顕在化しな

かったと考えられるものの，郡山市による事後検証20)に

よると下記のような事態が発生している． 
避難指示の発令後にもかかわらず，特に高齢者が避難

せずに自宅に留まっており，消防団により避難の呼びか

けが実施されたことが報告されている．限定的ながらも

要配慮者支援における変動が避難行動に影響を与えてい

る． 
また，一部の避難所においては「ごった返しの状態」

と表現される過剰定員の状況が発生したり，職員不足が

懸念される事態が発生している．さらに，駐車場が満車

であるため，別の避難所に行かざるを得ない避難者がい

たなどの報告もあり，避難所運営と避難行動についても

潜在的なリスクがあることが懸念される． 
これらは近年注目度の高まっている少子高齢化や感性

症対策の問題とも関連しており，今後の対策において考

慮が必要であると考えられる．以上の潜在的な機能共鳴

のプロセスについても図-5に示す． 
 
(5) 対策の検討 
 機能共鳴に関する以上の議論に基づいてシステムのレ

ジリエンスを総合的に高める観点からは以下の対策が導

出されると考えられる． 
a) 総合的な時間マネジメントシステムの構築 
 災害対応プロセス全体の基底は情報伝達のタイミング

である．したがって，時間マネジメントシステムを構築

することにより機能共鳴リスクを総合的に低下させるこ

とが期待できる． 
既に，日没時間を考慮し，さらに，河川水位の予測に

もとづいて先行的に警戒情報を発令する枠組が存在して

いる．しかしながら，前節で議論したような状況が発生

していることを鑑みれば，さらに踏み込んで，社会経済

活動とリンクした情報発令のあり方などについての議論

が必要であろう．レベルの定義についても議論の余地が

 

 
図-5 災害対応過程における変動の集約 
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あると考えられる．なお，郡山市では郡山市タイムライ

ン（防災行動計画）23)が定められており，時間軸・水位

軸等を基準として対策が示されているが，上述の観点か

らは，タイムラインを動態化させるという意味で，その

マネジメントの体制を構築していく必要が示されたと考

えられる． 
 さらに，関連して，気象予測や河川水位の予測精度の

向上や，情報発信の空振りを許容するような社会的な合

意をより明確にすることも重要である． 
b) 避難行動を実行的に進めるための枠組の構築 

FRAM図によると，様々な変動が集中し，全体の要と

なっている機能は避難行動である．確実に実行を実行す

ることができれば，前段階の変動を吸収してシステム全

体の災害対応のレジリエンスを大きく向上させることが

期待できる． 
そのためには，総合的に避難行動を支援するための枠

組を構築する必要がある．夜間においても避難を実行的

行うための枠組の検討，過去の事例を超える被害が増え

る中，これまでの経験に捕らわれず避難するための枠組，

要配慮者避難支援の指針，自動車による避難行動の是非

などに関する検討などを通じて，不確実性下における避

難行動の実効性を総合的に高めることが重要である． 
 
 
5. 考察 
 
(1) FRAMと既往の災害対応検証との比較 
 令和元年東日本台風における郡山市の災害対応につい

ての検証が郡山市自身によって行われている20)．そこで

は，災害対応の課題を把握・検証し，今後の施策に反映

させることを目的として，関係団体・町内会との意見交

換会の記録，被災者アンケート調査の結果とともにそれ

を踏まえて実施された（と考えられる）庁内ワーキング

グループによる災害対応検証の結果が報告されている．

庁内ワーキンググループによる災害対応検証では，東日

本台風における教訓と課題を抽出して，その対応策が検

証されている．この検証は5つの視点が設定され，さら

に個別の項目に区分した上で実施されている． 
この検証は課題の抽出と対応策の検討という構成にな

っており，safetyⅠに基づいた分析的な方法により行わ

れいる．ただし，導出された対応策はマニュアルの詳細

化と対応ポテンシャルを高めるものであるが，後者の中

には，課題の対応に留まらない内容も含まれている．実

態に基づいた具体的な改善策が示されている．その一方

で，以下のような課題が挙げられる． 
・局所的な議論であり全体像の把握が難しい．各対策の

間の関係性や重要度の検討が十分にできていない． 
・そのため，システムの動的な理解にもどづいた対策の

提案ができない． 
・マニュアル・規則等の詳細化を進める傾向があり，場

合によっては，現場における臨機応変な対応を阻害する

懸念もある． 
 前章では，FRAMの適用に基づき災害対応プロセスに

おいて二つの対策を提案した．これは包括的な視点を維

持しつつ，対策を提案するものである．これより包括的

な視点から対策導入の方向性をガイドするという役割で

ある．これは，上記のような課題に対して補完的な役割

を担うことが期待できる手法であると考えられる．また，

災害対応過程を包括的に把握することができることから，

既存の事例分析に留まらず，同じ枠組のもとで気候変動

等の将来の影響を考慮した検討を検討することも可能と

なっている． 
 
(2) FRAMの課題 

FRAMは技術社会システムの全体像を把握しつつ，施

策を検討するための有効な手段であると評価できる．一

方でその適用にはかなりの困難が伴うことも事実である．

その要因としては，システム全体を同一レベルの排他的

な機能として区分し，それらの連関として表現すること

の難しさが挙げられる．機能の記述についての一定のガ

イドラインなどが整備されることが望ましいと考えられ

る．また，6つのアスペクトについても，改善の余地が

あると考えられる．さらに，FRAM図では，時間軸の表

現が曖昧になるため，その点を補完するために，図-3に
示したように時系列で事象を整理した情報を併せて分析

を実施することも有効であると考えられる． 
 
 
6. まとめ 
 
 本研究では，機能共鳴分析手法（FRAM）を用いて，

都市における水害の対応過程を検証した．そのために，

まず，FRAMの位置づけについて，それを包括する枠組

であるレジリエンスエンジニアリングとともに確認した．

次に，令和元年東日本台風時の郡山市の災害対応過程に

関する実態情報を収集し時系列で整理した．その上で，

災害対応プロセスに対して，FRAMを適用して分析した．

その結果，以下の点が明らかになった． 
• 地域における災害対応に関する機能として「情報

伝達」「非常態勢配備」「避難準備」「避難行動」

「要配慮者支援」「避難所開設・運営」「救助」

を同定するとともに，それらの相互連関より，災

害対応全体のプロセスをFRAM図として表現した． 
• さらに，各機能における変動（ゆらぎ）の要因と

特性を整理し，それらが集約することで生じる機

能共鳴の状況を把握した．これにより，令和元年
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東日本台風時における状況の一因を説明するとと

もに，潜在的なリスクについて検討した． 
• それに基づいて，システムのレジリエンスを総合

的に高める観点から「タイムライン」と「避難行

動」に関する2つの施策を提案した． 
• また，既存の方法と比較することで，本手法の利

点と限界について考察した．災害対応において

FRAMを用いることで包括的な施策提案が可能と

なるということの重要性を示した． 
 今後の課題としては，5章（2）での議論の観点から

FRAMの改良を検討するとともに，今回は避難行動から

救助のプロセスに限定した評価対象を，浸水対策や罹災

証明書等発行業務等を含めるように拡張すること等が考

えられる． 
 
謝辞：本研究は、（独）環境再生保全機構の環境研究総

合推進費（JPMEERF20202009）により実施した。 
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